
 
県民の皆様へのお願い（令和 2 年 12 月 14 日） 

 
 
 

大阪府が府民に向けて要請している不要不急の外出自粛は、12 月 29 日まで延

長されることになりました。 

この状況を踏まえ、県民の皆様におかれましては、12 月 29 日までは、できる

限り、大阪府への不要不急の外出は控えていだきますよう改めてお願いします。 

 

・できる限り、大阪府への不要不急の外出は控えるようお願いします 

※期間：大阪府が府民へ不要不急の外出の自粛を要請している期間 

（令和 2 年 12 月 4 日～29 日） 

※通勤や通学などで出かける場合は、基本的な感染症対策を徹底してください 

 

・感染が拡大している地域から、帰省等される方は、高齢者等へ感染させ 

ないような行動を願います 

 

下記 10 箇条についても、引き続き御留意いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 者 発 表 

令和２年 12 月 14 日 

和歌山県新型コロナウイルス感染症対策本部 

（危機管理局危機管理・消防課 073-441-2273） 

小川・撫養（むや） 

（内線 2273） 

・ 特に感染が拡大している地域に出かけての会食や接待を伴った飲食をしない 

・ 遅くまで集団で会食・宿泊をしない 
     ◇   ◇    

・ 高齢者は、カラオケ、ダンスなどの大規模な催しへの参加を控える 

・ 医療、福祉施設の職員は家族以外との会食を控える 
     ◇   ◇    

・ 症状が出れば通勤通学を控えて直ちにクリニックを受診 

・ 事業所では発熱チェック 

・ 病院、福祉施設サービスは特に注意 
     ◇   ◇ 

・ 各事業所で感染拡大予防ガイドラインを遵守 
     ◇   ◇ 

・ 濃厚接触者は陰性でもさらに注意 

・ 医療機関は、まずコロナを疑う 



〇 11月に入り、感染者が5人を超える日が続き、11月19日には、これまでの一日の感染者数が最多の
15人となり、入院患者は急増した。

〇 しかし、本県では、新規感染者とその濃厚接触者の感染者を早期発見し、感染拡大防止を図ること
で、入院患者の急増を何とか食い止めている。
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入
院
患
者
数

日
別
感
染
者
数

新規 入院患者

15人

80人

県内の第３波の感染動向（11/1～12/13）

64人



感染状況のステージ（12/13現在）
〇本県の直近の感染状況は、国の分科会が示す基準で見てみると、現時点の確保病床の占有率に
ついては、ステージⅢの指標値を超えているが、総じてステージⅡの状態にあり、感染者の急増を
示すステージⅢに至っていない。



・ 特に感染が拡大している地域に出かけての会食や接待を伴った飲食をしない
・ 遅くまで集団で会食・宿泊をしない

◇ ◇
・ 高齢者は、カラオケ、ダンスなどの大規模な催しへの参加を控える
・ 医療、福祉施設の職員は家族以外との会食を控える

◇ ◇
・ 症状が出れば通勤通学を控えて直ちにクリニックを受診
・ 事業所では発熱チェック
・ 病院、福祉施設サービスは特に注意

◇ ◇
・ 各事業所で感染拡大予防ガイドラインを遵守

◇ ◇
・ 濃厚接触者は陰性でもさらに注意
・ 医療機関は、まずコロナを疑う

・できる限り、大阪府への不要不急の外出は控えるようお願いします
（令和2年12月4日 ～ 29日）

・感染が拡大している地域から、帰省等される方は、高齢者等へ感染さ
せないような行動を願います
【県民の皆様へのお願い ～１０箇条 ～】

県民の皆様へのお願い


